
 

大丈夫ですか？ あなたの運転免許証 
農作業に使うトラクターやコンバインを運転して公道を走るには、その車種に応じた運転免許が必要です。最近の農作業機

械車両は農地の拡大に伴い大型化・高速化となって、車両の登録は小型特殊でも「大型特殊免許」が必要な車両が増えてい

ます。ご自身の運転免許証を再度確認してみましょう。 

小型特殊車両は普通免許をお持ちであれば運転できます。全長 4.7m以下、全幅 1.7m以下、全高 2.0m以下（ヘッドガード

2.8m 以下）、最高速度 15km/h 以下のすべてに該当する車両が小型特殊です。どれかひとつでも超える条件があれば大型特

殊となり、運転するには大型特殊免許が必要となります。 

また、大型農機具を使う場合、公道を走行できる車種であっても速度が遅すぎたり距離がある場合は、トレーラーで運搬する

ことが多いと思います。けん引される荷重と車両の重さが 750 ㎏以上である場合は、けん引免許が必要となります。 

大型特殊免許・けん引免許をないまま運転すると、無免許運転となり最悪の場合すべての免許が取り消されてしまいます。 

教習料金（消費税込）  ※普通車・準中型・中型・大型免許所持の料金 

大型特殊          101,200 円 

けん引        147,400 円 

※このチラシをご持参のうえ石巻中部自動車学校に入校してください。 
 
 

※料金に含まれるもの  ①入学金 ②規定の技能教習料金 ③適性検査料 ④卒業検定料（１回） ⑤写真代 
※追加料金としてかかるもの ①卒業再検定料（1回）7,700円 ②技能教習追加料金 7,700円/時間 
※途中解約の場合、未教習の技能教習料金・検定料金をお返し致します。

 

 
広いコースでのびのび教習 


